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スタート
令和６年１月１日に八千代市内に
居住していましたか？

八千代市在住の親族に扶養
されていますか？

源泉徴収票に記載されている
控除に変更があったり、追加
する控除がありますか？

八千代市への申告は不要です。
令和６年１月１日現在でお住まいの
市区町村で、申告してください。

収入が給与または公的年金のみで
給与支払者から八千代市へ支払報
告書が提出されていますか？

令和５年中に収入がありましたか？
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合
が
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り
ま
す
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つぎのいずれかに該当しますか？

●所得税の還付を受ける人
●公的年金収入が400万円を超える人
●公的年金収入は400万円以下だが、公的
年金以外の所得合計が20万円を超える人

●給与収入が2,000万円を超える人
●給与所得者で主たる給与以外の所得が20
万円を超える人

●営業、農業、不動産、譲渡所得などの税額
を計算した結果、納税となる人

市民税・県民税市民税・県民税のの申告申告

下のチャートで申告が必要か確認してください 

市民税・県民税の申告が必要な人 市民税・県民税の申告の会場と受付期間

　２月１日㈭～３月15日㈮に市役所で市民税・県民税の申告を受け付けます。ま
た、２月16日㈮～３月15日㈮は千葉西税務署と市役所で所得税の確定申告が行わ
れます。お問い合わせは、市民税課 421-6691へ

　収入がない人でも、国民健康保険料などの各種保険料の算定や、非課
税証明の申請には申告が必要です。
　市内に居住していない人でも、６年１月１日現在、市内に事業所・事
務所を有している場合は申告が必要です。

市民税・県民税の申告に必要なもの
•申告書（会場にも置いてあります）
•マイナンバーカード（または個人番号確認書類と本人確認書類）
•源泉徴収票などの収入や経費がわかる書類
•国民年金、介護保険、健康保険など社会保険の領収書や証明書
•生命保険料や地震保険料などの控除証明書
•障害者手帳や療育手帳などの内容が確認できるもの
•医療費控除の明細書やセルフメディケーション税制の明細書（領収書
の添付または提示では、控除の適用ができません）

　できる限り郵送で提出してください。市民税・県民税申告書などは、
市ホームページから印刷することができます。
【郵送先】〒276-8501　大和田新田312- ５　八千代市役所市民税課

　市役所本庁舎南側にある、多目的棟会議室が会場です。作成済み申告
書の提出と申告書の作成相談を受け付けます。
　また、支所・連絡所では、作成済み申告書の提出のみ受け付けます。

開始前の受付待ちはご遠慮ください

受付期間　２月１日㈭～３月15日㈮
　　　　　（土曜・日曜日、祝日を除く）
受付時間　午前８時30分～午後５時
会　　場　八千代市役所　多目的棟会議室
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あ
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に
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付
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ま
た
、同
日
か
ら
戸
籍
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書
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用
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別
符
号
を
発
行
し
ま
す
。
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